
○納付書に印字されたバーコードの読み取りによるキャッシュレス納付は、
令和８年３月３１日で取扱いを終了します。

○引き続き、コンビニエンスストア等でバーコードを利用して納付することは

できますが、４月１日以降キャッシュレス納付される場合は、「ｅＬ-ＱＲ」を読み
取ることで、引き続き納付することが可能です。詳しくは、裏面をご確認ください。

対象税目

・市民税・都民税・森林環境税（普通徴収）
・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税（種別割）
・国民健康保険税

エ ル キューアール

あきる野市役所 市民部徴税課

ＴＥＬ ０４２-５５８-１１１１（代）




